
主たる生計維持者が新型コロナウイルスで死亡・重篤な傷病を負った。 

主たる生計維持者（世帯主）の減少が見込まれ

る事業収入等以外の前年の合計所得が４００

万円以下である。 

減免措置を受けられる場合があります。（全部もしくは一部） 

主たる生計維持者（世帯主）の前年の合計所得

が１，０００万円以下である。 

主たる生計維持者（世帯主）は６５歳未満の 

国民健康保険加入者で、会社都合で失業した。 

新型コロナウイルス感染症の影響による減免の判定フローチャート 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

新型コロナウイルスが原因で収入が著しく減り支払

いが困難である。                
はい 

いいえ 

主たる生計維持者（世帯主）の収入が前年より

３０パーセント以上減った。 

減免できません。 

「非自発的失業によ

る軽減制度」を受けら

れる場合があります。 


